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新年度 窓口業務のご案内
　市民窓口センターが 3 月 31 日🈷に開庁したことに伴い、新年度から各種窓口業務の取り扱い
が変更となりました。各種お手続きでご来庁の際は、窓口や来庁時間にご注意ください。
※詳細は市ホームページをご覧ください。　　　　　　　　　　　　問 市民課（市民窓口センター）

地区 行政区 会場 期日 時間

牛渡

上高谷 上高谷公民館

6月８日日

9 時 30 分～ 10 時 20 分

霞台 牛渡コミュニティ
ステーション

11 時～ 11 時 50 分

緑ヶ丘 1 時 30 分～ 2 時 20 分

松崎 霞ヶ浦コミュニティセンター
研修室2 3 時～ 3 時 50 分

千鳥ケ丘 牛渡コミュニティ
ステーション 6月９日月 6 時 30 分～ 7 時 20 分

千代田

稲吉東一区 角来公民館

6月 15日日

9 時 30 分～ 10 時 20 分

稲吉東二区 下稲吉コミュニティセンター
講習室 11 時～ 11 時 50 分

稲吉東三区 角来公民館 1 時 30 分～ 2 時 20 分

大塚団地 大塚公民館 3 時～ 3 時 50 分

第２千代田南団地 第2千代田南団地　自治会集会所

6月 22日日

9 時 30 分～ 10 時 20 分

シティーナ神立 シティーナ神立　会議室 11 時～ 11 時 50 分

逆西１区 逆西防災施設 1 時 30 分～ 2 時 20 分

逆西２区 下稲吉コミュニティセンター
集会室 3 時～ 3 時 50 分

逆西３区 下稲吉コミュニティセンター
講習室

6月 23日月 6 時 30 分～ 7 時 20 分

逆西４区 7月7日月 6 時 30 分～ 7 時 20 分

牛渡
上高谷２ ほびき園　会議室

7月 13日日

9 時 30 分～ 10 時 20 分

上高谷３ 霞ヶ浦コミュニティセンター
研修室2 11 時～ 11 時５０分

佐賀

坂東 坂東公民館 1 時 30 分～ 2 時 20 分

上東 上東公民館 3 時～ 3 時 50 分

大平 大平公民館

7月 27日日

9 時 30 分～ 10 時 20 分

折越 折越公民館 11 時～ 11 時 50 分

西方 西方公民館 1 時 30 分～ 2 時 20 分

坂有河 坂有河集落センター 3 時～ 3 時 50 分

志戸崎西一 志戸崎農村集落センター 7月 28日月 6 時 30 分～ 7 時 20 分
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※悪天候や災害などにより延期する場合には、市ホームページなどでお知らせします。

※ �8 月以降のスケジュール
は広報誌などでお知らせ
します。

　「ご近所座談会」とは、市長が直々に市内 176行政区の集落センターなどに
赴き、地域の皆さんとフリートークで交流を深め、より身近な市政を感じてい
ただくものです。ぜひご参加ください。問�地域コミュニティ課（霞ヶ浦庁舎）

ご近所座談会
6～7月スケジュール

業務内容

市民窓口センター 霞ヶ浦
窓口センター 中央出張所 千代田出張所

平日
午前 8 時 30 分～
午後 5 時 15 分

窓口延長サービス
（毎週木※㊗除く）
午後 5 時 15 分～

午後 7 時

平日
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

※土日㊗、年末年始の閉庁日を除きます。（戸籍の届出は取扱します。）

戸籍の届出の預かり
�( 出生・死亡・婚姻・

離婚など )
○ ○ ○ × ×

住民異動届
(転入・転出・転居など ) ○ × ○ × ○

戸籍の証明書
(謄本・抄本・除籍など ) ○ ○ ○ × ○

戸籍証明書等の広域交付
（受付：午前 9時～午後 4時） ○ × ○ × ○

戸籍の附票 ○ ○ ○ × ○

身分証明書 ○ ○ ○ × ○

住民票の写し ○ ○ ○ ○ ○

印鑑登録申請 ○ ○ ○ × ○

印鑑登録証明書 ○ ○ ○ ○ ○

軽自動車住所証明書 ○ ○ ○ ○ ○

マイナンバーカードの交付 ○ ○ ○ × ○

パスポート交付申請 ○ × × × ×

パスポートの受取 ○ ○ × × ×

外国人の在留関連事務
および特別永住者の関連事務 ○ × × × ×

◉窓口延長サービスは、市民窓口センターのみ行います。
◉各種申請・手続きの際には、ご本人確認ができる身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）をお持ちください。

▶企業などにおける多人数の住民異動届（転入届）の一括代理申請について
　住民異動届は届出人本人または世帯員が市民課窓口において「住民異動届」に必要事項を記載の上、必要書
類を添付し手続きをすることが原則ですが、企業などでの人事異動に伴い多人数の職員の住民異動届（転入届）
が必要な場合には、代理人が委任状を持参して転入日から 14 日以内に手続きをすることができます。
　ただし、マイナンバーカード所有者が異動する場合には、ご本人が来庁し、手続きすることが必要となります。
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